
川崎市教育委員会退職職員の再就職に関する取扱要綱  

 

平成 20 年 10 月 31 日 20 川教庶第８６６号 教育長決裁   

 

（目的）  

第１条 この要綱は、川崎市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

を定年等により退職する者の再就職に関する事務手続き及び再就職状

況の公表等の取扱いについて必要な事項を定め、退職管理の適正及び

再就職の透明性を確保するものとする。  

 

（再就職の意向及び求職登録）  

第２条 定年退職を予定し再就職（再任用を除く。）を希望する職員は、

定年退職する年度に教育委員会総務部庶務課及び職員部教職員課（以

下「各人事担当課」という。）が実施する退職後の意向確認調査に併せ

て人材情報登録申込書（様式１）に必要事項を記入の上、各人事担当課へ

提出するものとする。  

２ 各人事担当課は、人材情報の登録があった退職職員等（以下「登録

者」という。）の氏名、住所及び希望職務等を整理した人材情報登録台

帳を整備する。  

 

（求人登録）  

第３条 登録者の採用を希望する川崎市教育委員会所管出資法人をはじ

めとする関係団体等（以下「団体等」という。）は、求人情報登録申込

書（様式２）に必要事項を記入の上、教育委員会総務部庶務課へ提出する

ものとする。  

２ 教育委員会総務部庶務課は、求人情報の登録があった団体等からの

内容を整理した求人登録台帳を整備する。  

 

 

 



（人材情報の提供）  

第４条 教育委員会総務部庶務課は、求人情報の登録申込があった団体

等に対し、人材情報登録台帳の中から希望する登録者の人材情報又は

不在情報について提供する。  

 

（採用）  

第５条 人材情報の提供を受けた団体等は、速やかに採否を決定すると

ともに、その結果について教育委員会総務部庶務課に報告するものと

する。  

 

（再就職状況の届出）  

第６条 退職時に課長級以上の職員（以下、「管理退職職員」という。）

で、再就職する者は再就職先届出書（様式３）を、再就職しない者は退職

後の状況届出書（様式４）により速やかにその状況に関して教育委員会各

人事担当課へ届け出を行うものとする。  

２ 管理退職職員は、退職後２年間について前項の届け出の状況に変更

が生じた場合は、速やかにその状況を前項の書面により届け出を行う

ものとする。  

 

（公表）  

第７条 管理退職職員であって企業等へ再就職をした者については、退

職後２年間の範囲でその再就職状況を公表する。  

２ 公表の方法は、毎年８月にその前年度に退職した者の再就職状況を

川崎市ホームページに掲載するほか、かわさき情報プラザでの閲覧に

供する。  

３ 公表する内容は、氏名、退職時補職、退職年月日、再就職先団体名、

再就職先役職及び再就職年月日とする。  

４ 前年度の公表後に再就職状況に変更があった者については、前３項

に準じて公表を行う。  

 



（委任）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は「川崎市退職職員

の再就職に関する取扱要綱」を準用するとともに、教育長が別に定め

る。  

 

 

附 則  

１ この要綱は、平成２０年１１月１日から施行する。  

（適用除外）  

２ この要綱の施行の際に、既に退職している者については適用を除外

する。  


